
 

「ワクチン・検査パッケージ制度」について 
 

○制度の趣旨 

・感染対策と日常生活の回復の両立に向け、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置

等においても、各分野における行動制限の緩和が可能。 

 ※ただし、観光については、令和４年１月以降平時においても適用。 

・飲食店やイベント主催者等の事業者が、入店者・入場者等のワクチン接種歴又は

検査結果の陰性を確認することが必要。 

 

○適用範囲 

 飲  食：人数制限（一卓５人以上の会食回避の要請）を緩和し制限なしとする。 

      ・第三者認証制度店舗に限る。 

      ・適用を希望する店舗は都道府県に事前に登録。 

イベント：イベントの収容人数の上限を緩和し、収容定員までとする。 

     ・感染防止安全計画の策定、都道府県の確認が要件。 

移  動：不要不急の都道府県をまたぐ人の移動の自粛を要請しない。 

カラオケ：収容率 50％を上限にカラオケ設備を提供可（緊急事態宣言時のみ）。 

観  光：観光庁施策（県民割、GoToトラベル事業）への参加が可能 

     ・旅行業者及び宿泊事業者が観光庁施策としてツアー及び宿泊サービス

を提供する場合（※12月 31日宿泊分までの県内旅行を除く） 

・適用を希望する事業者は都道府県等に事前に登録。 

 

○ワクチン接種歴・検査結果の確認方法 

 ワクチン接種歴 

・予防接種済証等により、利用者の２回接種の完了等を確認。 

・国が 12月中に接種証明を電子化するサービスを開始予定。 

検査 

・結果通知書により、検査結果が陰性であることを確認。 

・PCR検査等は検体採取日より３日以内、抗原定性検査は検査日より１日以内の 

結果が有効。 

 ・都道府県において、健康上の理由によりワクチン接種を受けられない者、12 歳

未満の子供に対する検査を無料とする体制を整備。 

参考資料３ 
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